
○R4.7.28

○R2.10.7

○R2.9.24

○R2.5. 8

・国税庁、財務省パンフレット

○R2.4.24  新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けたテレワークの推進に係る

要請等について（依頼） 

○ R2.4.24 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （追加依頼 6 通目） 

○ R2.3.18 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （追加依頼 5 通目） 

・経済産業省パンフレット

○ R2.3.10 新型コロナウイルス感染症に関する支援等について（周知） 

○ R2.2.19 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （追加依頼 4 通目） 

○ R2.2.14 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （追加依頼 3 通目） 

○ R2.2.7 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （再追加依頼） 

○ R2.2.3 新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について （追加依頼） 

・宿泊者向けフライヤー（観光庁作成） 

・日本語 ・英語 ・中国語 

○ R2.1.28 新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について （依頼） 

・報告様式（別紙１）

★新型コロナウイルス感染症関係

住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応に係る協力依頼

について ※R5年7月3日付　廃止

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について 

旅行者向けの感染防止対策の一層の周知強化について（協力依頼） 

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における

国税の取り扱いに関する周知広報について 



事  務  連  絡 

令和４年７月２８日 

住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課 

住宅宿泊事業法の届出住宅における 

新型コロナウイルス感染症への対応に係る協力依頼について 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 国内における新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊事業者との管理受託

契約をしている住宅宿泊管理業者におかれましては、下記について御対応いただきますようお願

いします。 

記 

１．厚生労働省の通知【別添】の内容を参照し、同様の対応を取ること。 

※ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第５条のような宿泊をさせる義務

は規定されていない。

２．再委託を行っている場合、再委託先にもこの通知の内容について周知をすること。 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

令和５年７月３日付

廃 止



健感発０３１９第１号 

薬生衛発０３１９第１号 

令和３年３月 19 日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特  別  区 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 長 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 

（  公   印   省   略  ） 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 標記について、今般の新型コロナウイルス感染症の流行状況及び保健所等行政機関

の体制整備状況を踏まえ、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への

対応についての留意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、関係者への周知

を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

 引き続き、感染症対策担当部局と連携し、宿泊施設に必要な情報が提供されるよう

努められたい。 

 なお、令和２年２月５日付け健感発 0205第１号・薬生衛発 0205第１号厚生労働省

健康局結核感染症課長及び医薬・生活衛生局生活衛生課長通知並びに令和２年８月 31

日付け医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡は廃止する。 

記 

１ 営業者が日頃留意すべき事項 

⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報

収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談セ

ンターを把握しておくこと。

⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法（昭和 23 年法律第 138

号）第６条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に

努めること。

⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うととも

に、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝える

こと。

宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療

機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。 

⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与する

など、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

【別添】令和５年５月８日付

　　廃　　　止



⑸ 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１

版）』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図

ること。

⑹ 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたこと

のみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

２ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合 

⑴ 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申

し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は

受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。

⑵ 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予

防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触し

ないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を

依頼すること。

また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者

には、マスク着用を求めること。 

⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部

門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、

マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、

手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼

却する等適正な方法で廃棄すること。

⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊

者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要

し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域（客室、レスト

ラン、エレベータ、廊下等）のうち手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、ス

イッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等）を中心に、「新型コロナウイル

ス感染症に対する感染管理（改訂 2020 年 10 月 2 日）」（国立感染症研究所）を

参考に実施すること。

また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、

「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15日付け指第 14号厚生

省健康政策局指導課長通知）を参考に実施すること。 

３ 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策 

 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の

申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や

呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者

は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせる

こと。 

【別添】



（参考情報） 

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ

（新型コロナウイルス感染症対策）

https://corona.go.jp/

○厚生労働省ホームページ

（新型コロナウイルス感染症について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省検疫所ホームページ

（海外感染症発生情報） 

https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html 

○医療機能情報提供制度（医療情報ネット）について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/ind

ex.html

○「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

○「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15日付け指第 14号厚生省健康政策局

指導課長通知）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6374&dataType=1&pageNo=1

○「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（改訂 2020 年 10 月 2 日）」（国立感染症研究

所） 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-201002.pdf 

【別添】

廃止文書　以上

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6374&dataType=1&pageNo=1
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-201002.pdf


事  務  連  絡 

令和２年１０月７日 

住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課 

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するため、不特定多数の者が利用する住宅宿泊事

業法に基づく届出住宅においては、同法第36条において準用する第８条第１項の規定により、住

宅宿泊管理業者が備え付ける宿泊者名簿に必要な事項を正確に記載することを始めとする適正な

運営の確保をお願いしてきたところです。 

今般、民泊利用者の身元確認が十分でない、京都市内の複数の民泊施設を拠点に持続化給付金

の不正受給の申請を繰り返していたことの報道があったことを踏まえ、改めて宿泊者名簿への記

載等の徹底に関し、下記の内容について適切にご対応いただくようお願いいたします。 

記 

１ 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。 

２ 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への

記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存するこ

と。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番

号の欄への記載を代替しても差し支えない。 

３ 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指

導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券

不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。 

４ 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付

の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。 

なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合

であっても、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）第23 条第１項第４号に

基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解される。 

【担当】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 



事  務  連   絡 

令和２年９月２４日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課 

  

旅行者向けの感染防止対策の一層の周知強化について（協力依頼） 

 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 

 ７月22日に「Go To トラベル事業」（以下「本事業」という。）がスタートし、東京都の感染

状況などから、東京都を目的地とした旅行及び東京都に居住する方の旅行について、当面の間、

本事業の実施を延期することとされておりましたが、９月15日の大臣会見にて、10月１日（木）

より開始する東京都を目的地とした旅行及び東京都に居住する方の旅行について、改めて本事業

の支援対象とする旨を公表したところです。 

 

 しかしながら、東京都の感染状況は予断を許さず、感染拡大があれば延期等もありうる状況で

あり、９月11日（金）の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、政府への提言の中で、

「全国的にGO TOトラベル事業を開始する前に、既存のガイドラインを基に、交通機関、宿泊、

観光、飲食などの旅程の場面ごとに、わかりやすいガイドラインを業界が中心になって作成して

頂きたい」とされております。 

このように「旅行者の感染防止の意識向上」への最大限の努力が観光関係事業者にも強く求め

られており、感染防止と観光振興を両立させながらGo To トラベル事業を安定的に実施していく

ために不可欠であります。 

 

そこで、観光庁より、①9月末にリリース予定である「旅程場面毎の「新しい旅のエチケッ

ト」」と、②9月10日よりリリースしている「新しい旅のエチケット」「新しい旅のルール」の

動画について、民泊施設等において、次の例示を参考に旅行者への周知徹底にご協力いただくよ

うお願いいたします。 

 

 

   ＜周知徹底を図っていただくもの＞ 

① 「新しい旅のエチケット」（６／１９公表）【別添】 

        https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001355176.pdf 

        旅程場面毎の「新しい旅のエチケット」（９月末完成予定） 

 

② 「新しい旅のエチケット」「新しい旅のルール」動画（９／１０公表） 

        https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 

    

 

 



＜旅行者への周知徹底方法の例示＞ 

    ・各社の公式HP（トップページや予約サイトなど多くの利用者のアクセスがあるページ

等）への掲載 

    ・公式SNS（Twitter等）での発信 

    ・予約確認メール等での周知 

    ・宿泊施設内での周知 

 

 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局建政部建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 





事  務  連  絡 

令和２年５月８日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

 

九州地方整備局建政部建設産業課  

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における 

国税の取り扱いに関する周知広報について 

 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、令和２年４月２０日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれて

いる納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等を含め、納税緩和措

置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広

報を積極的に行う」とされたところです。 

これに関連して、国税庁及び財務省が作成した国税の取り扱いに関する下記パンフレットを送

付しますので、必要に応じてご検討、ご活用ください。 

なお、下記パンフレットは、国税庁ホームページにも掲載されています。 

 

【送付するパンフレット】 

１ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限 

延長が可能です 

２ 青色申告をはじめませんか 

３ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用 

ください 

４ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」 

５ 欠損金の繰戻しによる還付の特例 

６ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に 

係る特例 

 

【参考 国税庁ホームページ】 

トップページ ＞ 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について  

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 

 

 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 

























事  務  連    絡 

令 和 ２ 年 ４ 月２４日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課  

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた 

テレワークの推進に係る要請等について（依頼） 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

令和 2年 4月 7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出され、4 月 16 日に開催されました第 29 回

新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく

「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。 

 また、総理より、「今後、ゴールデンウィークに向けて、全ての都道府県において、不要不急の

帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避ける

よう、住民の方々に促していただくようお願いします。」との発言や、「この緊急事態を５月６日

までの残りの期間で終えるためには、最低７割、極力８割の接触削減を何としても実現しなけれ

ばなりません。」との発言がありました。 

 

 つきましては、最低７割、極力８割という接触削減の目標の達成に向け、特定警戒都道府県※

における住宅宿泊管理業者様は、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにする

こと、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低７割は減らすこと、③取引先などの関係

者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組を説明し、理解・協力を求めることなど、

テレワークの推進に取り組んで頂きますよう、お願いいたします。 

また、特定警戒都道府県以外の都道府県における住宅宿泊管理業者様は、各都道府県知事から

の要請内容等も踏まえ、テレワークの更なる推進に取り組んで頂きますようお願いいたします。 

※特定警戒都道府県 

東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都

府、兵庫県及び福岡県の１３都道府県 

 

＜参考＞ 

・緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安

定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。」

とされているところ、宿泊事業者に対しても「三つの密（※）」を避けるための取り組みを講じて

いただきつつ、事業の継続を求めるとされています。 

 

  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 4月 16日変更）（抜粋） 

  （別添）緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

     以下事業者等については、「三つの密（※）」をさけるための取組を講じていただきつ

つ、事業者の継続を求める。 

     ３．国民の安定的な生活の確保 



     ・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供す 

      る関係事業者の事業継続を要請する。 

     ⑥生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

 

※密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、密集場所（多くの人が密集している）、密接場面（互

いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）という 3つの条件のこと。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページ 

   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 
 

 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局建政部建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 



事   務   連   絡 

令 和 ２ 年 ４ 月２４日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課 

  

新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について 

（ 追加依頼 6 通目 ） 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 国内における新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊事業者との管理受託

契約をしている住宅宿泊管理業者におかれましては、先般の協力依頼と併せて下記について御対

応いただきますようお願いします。 

 

記 

１．厚生労働省の通知【別紙１】の内容を参照し、同様の対応を取ること。 

 ※ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第５条のような宿泊をさせる義務

は規定されていない。 

２．住宅宿泊事業者にも同様の通知がされているため、その内容について適切に住宅宿泊事業者

との情報共有を図ること。 

３．再委託を行っている場合、再委託先にもこの通知の内容について周知をすること。 

 

 

 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局建政部建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 



 
 
 
 



 



事  務  連  絡 

令和２年３月１８日 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課  

新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について 

（追加依頼 5通目） 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 国内における新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊事業者との管理受託

契約をしている住宅宿泊管理業者におかれましては、先般の協力依頼と併せて下記について御対

応いただきますようお願いします。 

記 

１．厚生労働省の通知【別紙１】の内容を参照し、同様の対応を取ること。 

 ※ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第５条のような宿泊をさせる義務

は規定されていない。 

２．住宅宿泊事業者にも１．と同様の通知がされているため、その内容について適切に住宅宿泊

事業者との情報共有を図ること。 

３．再委託を行っている場合、再委託先にもこの通知の内容について周知をすること。 

４．3月10日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第2弾）が決定され、経済産業省

の支援パンフレットが整理されましたので、【別紙２】及び下記（参考）の経済産業省ホーム

ページをご参照の上、必要に応じてご検討、ご活用下さい。 

（参考） 

  ○経済産業省ホームページ 

  （新型コロナウイルス感染症関連） 

https://www.meti.go.jp/covid-19/

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 



 

事 務 連 絡 
令和２年３月 11 日 

 
 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部局 御中  

特  別  区 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 

  

 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 標記について、令和２年２月５日付け健感発 0205 第１号・薬生衛発 0205 第１号厚

生労働省健康局結核感染症課長及び医薬・生活衛生局生活衛生課長通知（以下「通知」

という。）によりご対応いただいているところであるが、今般の諸外国での感染者の

発生状況等に鑑み、新型コロナウイルス感染症の流行地域等について下記のとおり変

更することとしたので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その実施に遺

漏なきを期されたい。 

 引き続き、感染症対策担当部局と連携し、宿泊施設に必要な情報が提供されるよう

努められたい。 

 なお、令和２年３月７日付けの当課事務連絡は廃止する。 

 

記 

  

 １ 通知の「１ 営業者が日頃留意すべき事項」の⑹中「中華人民共和国湖北省」

を「WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域

※」とする。 

  ※WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域（令和２年３月 11 日現在） 

  中華人民共和国（湖北省、浙江省）、大韓民国（大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆

谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡）、イラン・イスラム共和国（コム州、テヘラン州、ギーラーン州、アルボル

ズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、                  

マルキャズィ州、ロレスタン州）、イタリア共和国（ヴェネト州、エミリア＝ロマーニャ州、ピエモンテ州、

マルケ州、ロンバルディア州）、サンマリノ共和国 

 ２ 通知の「２ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」 

の⑴中「かつ、中華人民共和国湖北省」を「又は、WHO の公表内容から新型コ 

ロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」とする。 

別紙１
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【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」によ
り貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあ
るフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者など
に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業
者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者） ：売上高▲15％減少
③中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高▲20％減少

※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間：借入後当初3年間
・補給対象上限：中小事業1億円、国民事業3,000万円

※令和２年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナ
ウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、
上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が
固まり次第中企庁HP等で公表予定です。

別紙２











事  務  連  絡 

令和２年３月１０日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課  

 

新型コロナウイルス感染症に関する支援等について（周知） 

 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の

業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保

証5号の対象業種が3月6日に追加指定されました。 

今般追加指定された業種のうち、「他に分類されない宿泊業」（分類番号7599）の「宿泊業」

とは、一般公衆、特定の会員等に対して宿泊を提供する事業所をいうものであることから、住宅

において宿泊サービスを提供する住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理業は、「他に分類されない宿泊

業」に該当するものであります。（日本標準産業分類参照） 

 さらに、雇用調整助成金における特例措置の事業主の範囲を拡大し、新型コロナウイルス感染

症の影響を受ける事業主が対象となりました。また、セーフティネット貸付においても新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえ、要件が緩和されております。 

 つきましては下記各種支援掲載サイトをご参照の上、必要に応じてご検討、ご活用下さい。 

 

【参考】各種支援等掲載サイト 

①（セーフティネット貸付、セーフティネット保証） 

https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html 
 
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html 
 
②（雇用調整助成金） 

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei 01.pdf 
 

 

 

【住宅宿泊管理業に関すること】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 



事 務 連 絡 

令和２年２月１９日 

住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課 

新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について 

（追加依頼 4通目） 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 国内における新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊事業者との管理受託

契約をしている住宅宿泊管理業者におかれましては、先般の協力依頼と併せて下記について御対

応いただきますようお願いします。 

記 

１．厚生労働省の通知【別紙１】の内容を参照し、同様の対応を取ること。 

２．住宅宿泊事業者にも１．と同様の通知がされているため、その内容について適切に住宅宿泊

事業者との情報共有を図ること。 

３．厚生労働省が「新型コロナウイルスを防ぐには」【別紙２】を作成し、国民に「咳エチケッ

ト」や「発熱等の風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休む」等を呼びかけているた

め、内容を参照した上で従業員等に共有し、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めること。 

４．再委託を行っている場合、再委託先にもこの通知の内容について周知をすること。 

（参考） 

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ

（新型コロナウイルス感染症の対応について）

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel coronavirus.html

【担当】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 



 

事 務 連 絡 
令和２年２月１４日 

 
 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部局 御中  

特  別  区 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 

  
 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 
 
 標記について、令和２年２月５日付け健感発 0205 第１号・薬生衛発 0205 第１号

厚生労働省健康局結核感染症課長及び医薬・生活衛生局生活衛生課長通知（以下「通

知」という。）によりご対応いただいているところであるが、今般の諸外国での感染者

の発生状況等に鑑み、新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変

更することとしたので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その実施に遺

漏なきを期されたい。 
 引き続き、感染症対策担当部局と連携し、宿泊施設に必要な情報が提供されるよう

努められたい。 
 なお、令和２年２月１３日当課事務連絡は廃止する。 
 

記 
  
 １ 通知の「１ 営業者が日頃留意すべき事項」の⑹中「中華人民共和国湖北省」

を「中華人民共和国湖北省又は浙江省」とする。 
 ２ 通知の「２ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」

の⑴中「中華人民共和国湖北省」を「中華人民共和国湖北省又は浙江省」とする。 
 
 

別紙１







事  務  連  絡 

令和２年２月１４日 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課  

新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について 

（追加依頼 3通目） 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 国内における新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊事業者との管理受託

契約において宿泊者名簿の管理、宿泊者との応対等を受託している住宅宿泊管理業者におかれま

しては、先般の協力依頼と併せて下記について御対応いただきますようお願いします。 

記 

１．住宅宿泊事業法の届出住宅内において、アルコール消毒液の設置をはじめとした利用者に係

る感染症対策を実施すると共に、従業員に対しても、マスクの着用や手洗い、消毒などの感染

症対策に努めること。  

２．住宅宿泊事業者にも同様の通知がされているため、１．の対応を行った場合、その対応内容

について適切に住宅宿泊事業者との情報共有を図ること。 

３．再委託を行っている場合、再委託先にもこの通知の内容について周知をすること。 

（参考） 

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ 

  （新型コロナウイルス感染症の対応について） 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel coronavirus.html

【担当】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 



事  務  連  絡 

令和２年２月７日 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

九州地方整備局建政部建設産業課  

 

新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について（再追加依頼） 

 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきましては、都度協力依頼を申し上げているところですが、国内における

新たな患者発生を予防するなどの必要があるため、住宅宿泊管理業者におかれましては、先般の

協力依頼と併せて、下記についても御対応いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．厚生労働省の通知【別紙１】の内容を参照し、同様の対応を取ること。 

 ※ただし、別紙１について、住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第５条のような

宿泊をさせる義務は規定されていない。 

２．１．の対応を行った場合、その対応内容について適切に住宅宿泊事業者との情報共有を図る

こと。 

３．再委託を行っている場合、再委託先にも厚生労働省の通知の内容について周知をすること。 

４．日本政府観光局（JNTO）では、365 日24 時間多言語（日、英、中、韓）で対応可能なコー

ルセンター（Japan Visitor Hotline）を設置しており、JNTOコールセンターの連絡先等を記

した、新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けフライヤー（英、中、韓、3か国語）【別紙

２】について、訪日旅行客の緊急時対応に活用すること。 

 

 

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ 

 （新型コロナウイルス感染症の対応について） 

 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel coronavirus.html 

 

○厚生労働省ホームページ 

 （中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708 00001.html 

 

   

【担当】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 



 

健感発０２０５第１号 
薬生衛発０２０５第１号 
令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日 

 
都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿  

特  別  区 

 

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 長 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 

（  公   印   省   略  ） 

  
 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 
 
 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下単に「新型コロ

ナウイルス感染症」という。）については、海外における新型コロナウイルス感染症の

発生状況等に鑑み、令和２年１月 28 日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症

として定める等の政令」（令和２年政令第 11 号）が公布され、令和２年１月 31 日に

公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を

改正する政令」（令和２年政令第 22 号）により、令和２年２月１日から施行されたと

ころである。 
今般、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留

意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、

その実施に遺漏なきを期されたい。また、宿泊施設に対し、保健所による感染経路の

状況把握等に対応するために宿泊者名簿を備え付けるよう、改めて指導願いたい。 
さらに、衛生部局及び保健所においても宿泊施設に十分な情報の提供に努められた

い。 
 

記 
 
１ 営業者が日頃留意すべき事項 
⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報

収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把

握しておくこと。 
⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法（昭和 23 年法律第 138

号）第６条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に

努めること。 
⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うととも
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に、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝える

こと。 
宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記２⑴に該当しない場合は、

マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めるこ

と。 
⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与する

など、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。 
⑸ 日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。 
⑹ 中華人民共和国湖北省に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むこと

はできないこと。 
 
２ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合 
⑴ 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北

省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、

宿泊者の同意を得た上で、速やかに保健所（帰国者・接触者相談センター）へ

連絡し、その指示に従うこと。 
⑵ 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レ 

ストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼す

ること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。 

また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者

には、マスク着用を求めること。 
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部

門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、

マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、

手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で

密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。 
⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊

者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。 
⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要

し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域（客室、レスト

ラン、エレベータ、廊下等）のうち手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、ス

イッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等）を中心に、「感染症法に基づく

消毒・滅菌の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課）、「MERS 感染予防のため

の暫定的ガイダンス（2015 年６月 25 日版）」（一般社団法人日本環境感染学会）

を参考に実施すること。 
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、

「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15 日付け指第 14 号厚生

省健康政策局指導課長通知）を参考に実施すること。 
 

３ 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策 
  従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の

申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱な
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ど体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、保健所（帰国者・

接触者相談センター）に連絡させ、その指示に従わせること。 
 
 

（参考情報） 

 

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ 

（新型コロナウイルス感染症の対応について） 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

 

○厚生労働省ホームページ 

（中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

○厚生労働省検疫所ホームページ 

（海外感染症発生情報） 

https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html 

 

○医療機能情報提供制度（医療情報ネット）について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/ind

ex.html 

 

○「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html 

 

○「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf#search=%27%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E

6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E6%B6%88%E6%AF%92%E3%83%BB%E6%BB%85%E8%8

F%8C%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D+%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%27 

 

○「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス（2015 年６月 25 日版）」（一般社団法人日本環境感

染学会） 

http://www.kankyokansen.org/modules/iinkai/index.php?content_id=11 

 

○「病院、診療所等の業務委託について」（平成５年２月 15日付け指第 14号厚生省健康政策局

指導課長通知） 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6374&dataType=1&pageNo=1 
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事  務  連  絡 

令和２年２月３日 

 

 

 住宅宿泊管理業者 各位 

 

 

九州地方整備局建政部建設産業課  

 

 

 

新型コロナウイルス関連肺炎の発生に係る協力依頼について（追加依頼） 

 

 

 

日頃から国土交通行政の推進に格別の御協力を賜り、お礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきましては、すでに協力依頼を申し上げているところですが、このたび、

観光庁が作成した新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けフライヤー（日本語、英語、中国語

の三カ国語）を送付しますので、住宅宿泊管理業者におかれましては、宿泊者に配布、宿泊施設

に掲示する等により、宿泊者へ周知いただきますようお願いいたします。 

 なお、宿泊者向けフライヤーは、九州地方整備局のホームページにも掲載しておりますので、 

データのダウンロード等にご利用ください。 

 

 

【九州地方整備局HP 住宅宿泊管理業】 

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index j.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

九州地方整備局 建政部 建設産業課 

ＴＥＬ ０９２－４７１－６３３１（内線６１５７） 

ＦＡＸ ０９２－４７６－３５１１ 

 



 
 
 

令和 2年 1月 27日 
国土交通省 観光庁 

 
１．新型コロナウイルスについて  

中華人民共和国湖北省武漢市等で新型のコロナウイルス（2019‐
nCoV）に関連した肺炎の発生が報告されています。発病すると、発熱、
咳などの呼吸器症状等の症状が出現し、高齢者や基礎疾患のある方は重
症化する場合もあると言われています。  
感染経路や潜伏期間は調査中ですが、世界保健機関（WHO）による

と武漢市で発生した患者の多くは海鮮や生きた動物を売る市場と関連
があり、そこで感染した可能性があると考えられています。また、家族
間等の限定的な人から人への感染の可能性が否定できない事例も報告
されています。 

 
２．対策ポイントについて 

  流水と石鹸による手洗いを頻回に行いましょう。特に外出した後や咳
をした後、口や鼻、目等に触る前には手洗いを徹底しましょう。  
また、咳をする場合には口や鼻をティッシュで覆う等の咳エチケット

を守り、周りの人への感染を予防するため、サージカルマスクを着用し、
人が多く集まる場所は避けましょう。 

 
３．発熱や呼吸器症状（咳等）が出現した場合 

  発熱や咳等の症状がある場合や、解熱剤や咳止め剤を服薬している場
合は、必ず従業員にお申し出ください。 
また、申し出れば医療機関の紹介が受けられる場合があります。 

 
 

新型コロナウイルス関連肺炎について 
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